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P&A ジャパンデスクメールマガジン

2020年 1月号 更新版Top Withholding Agent峘ਁ峝ৰਜ峘ਔਡ峎岮峐

2019 年 12月 16日に BIR より更新版 Top Withholding Agent（以降、TWA という。）について（RMC

No. 136-2019）、及び 2019 年 12月 27日に BIR より TWA についての取り扱いについての留意点（RMC

No. 143-2019）が公表されました。

1. 概要

TWA に選定された企業については、これまでと取り扱いが異なることが無く、以下の通りの源泉が必要です。

 国内業者からの物品の購⼊︓1%

 国内業者からのサービスの享受︓2%

2019 年 12月 16日時点で新たに TWA に該当した企業及び、TWA より外れた企業についての一覧が公表され

ていますが、従前と変わらず、歳⼊規則に基づき、個別に選定された企業への通知は不要とされています。

その為、会社独自で自社が TWA に該当しているかどうかの確認が必要です。

2. RMC No. 143-2019 における留意点

本公表において、以下に該当する企業については、「TWA のリストに含まれていたとしても、上記源泉を⾏う必要は無

い。」という取り扱いとされているため、TWA のリストに含まれている企業においても、以下の条件に該当するかどうかの

確認が求められます。

a. 中央政府、国有企業、州⽴⼤学及び地⽅⾃治体

b. 相続や寄付⾦課税等特別な 1 回の取引事象によって下記 c.の基準を超え、TWA に該当した場合

c. 個人について、前課税年度の総売上額、総仕⼊額及び損⾦計上費⽤のいずれも PHP12Mil 以下の場合

d. Foundation、⾮営利法⼈、⾮課税の教育機関や宗教法⼈等法⼈税が免除されている場合

その他、本文に、企業の場合にも、TWAの水準を満たしていない企業については、源泉は不要との⾒解が示され

ています。

この点、TWA に選ばれている企業においても、水準を満たしていない場合には、源泉は不要と理解が出来ますが、

BIR よりレター等の発⾏が⾏われるわけではないため、事前に RDO に確認を⾏う等の手続きを⾏っておくのが良いと

考えられます。

3. 適用時期

本規則は 1月 1日より開始される源泉に対して適用開始のため、当該ルールは本メールマガジン発⾏時点で有効で

す。
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会社紹介

P&A グラントソントン ジャパンデスク （担当︓松下、川原⽥、今枝）

現在約 300社の日系企業へサービスを提供。現地経営者、フィリピンマーケットへ進出を検討している日本企業の皆
様へより、業務に深く関わったサービスを提供するべく計 3名の日本人が対応しています。

P&A グラントソントン

1988 年 Benjamin R. Punongbayan と Jose G. Araullo によって設⽴。現在は、Chairman & CEO である
Ma. Victoria Espano が指揮の元フィリピン TOP４規模の会計会社として、主にフィリピン企業の顧客を始め、外
国企業のフィリピン進出増加と共に、日系企業へのサービスも提供。2020 年現在パートナー23名、社員 900名の
体制で構成されており、インターナショナルファームの一つである、Grant Thornton （グラントソントン）と提携し、そ
のノウハウを活かしながら、クオリティの高いサービスを、大手顧客から、ミッドサイズ、外国企業、スタートアップ企業まで
幅広い顧客層へ提供しています。
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